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統 計 委 第 ４ 号 
平成 28 年７月 26 日 

 

総 務 大 臣 

山 本 早 苗 殿 

 

統計委員会委員長         

西 村 淸 彦  

 

 

諮問第89号の答申 

農業経営統計調査の変更について 

 

本委員会は、諮問第89号による農業経営統計調査の変更について審議した結果、下記

のとおり結論を得たので、答申する。 

 

記 

 

１ 本調査計画の変更 

（１）承認の適否 

平成28年４月７日付け28統計第10号により農林水産大臣から申請された「基幹統

計調査の変更について（申請）」（以下「本申請」という。）について審査した結

果、以下のとおり、統計法（平成19年法律第53号）第10条各号の各要件のいずれに

も適合しているため、「農業経営統計調査」（基幹統計調査。以下「本調査」とい

う。）の変更を承認して差し支えない。 

ただし、以下の「（２）理由等」で指摘した事項については、計画の修正が必要

である。 

 

（２）理由等 

ア 調査対象の範囲の変更 

   本申請では、「任意組織経営体」を調査対象の属性的範囲から削除するととも

に、調査票のうち「経営台帳（任意組織経営体用）」を廃止する計画である。 

    これについては、以下のとおり、任意組織経営体に係る統計ニーズが低下して

いる状況を踏まえ、任意組織経営体を調査対象の属性的範囲から削除するもので

あり、また、報告者負担の軽減等にも資するものと認められることから、適当で

ある。 

① 近年、組織経営体の法人化の進展に伴い、2010年及び2015年の農林業センサ

ス（農林水産省所管の基幹統計調査）の結果を比較すると、組織法人経営体数

が48.8％増加している一方、任意組織経営体数は26.7％減少していること（注）

。 
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  （注）組織法人経営体数が１万 3000経営体から１万 9340経営体へと 48.8％増加している一方、任意

組織経営体（非法人経営体）数は１万 3602経営体から 9,973経営体へと 26.7％減少している。  
 

   ② 平成27年集落営農実態調査（農林水産省所管の一般統計調査）の結果による

と、約 42％の集落営農が法人化計画を策定 （ 注 ） していること、また、食料・

農業・農村基本計画（平成27年３月31日閣議決定）等においても農業経営体の

法人化を推進することとされ、同計画に付帯して策定された効率的かつ安定的

な農業経営の姿を例示的に示している農業経営モデルにおいても、組織法人経

営のモデルは策定されているものの、任意組織経営のモデルは策定されておら

ず、今後も組織法人経営体数は増加し、任意組織経営体数は減少することが想

定されること。 
 

（注）非法人集落営農１万 1231集落営農のうち 4,695集落営農（約 42％）が法人化計画を作成してい

る。 
 

なお、本調査では、今回から、農業経営体のうち、個別経営体と組織法人経

営体の２つの区分を対象に調査を実施することとしているが、現在、様々な形態

の経営体がみられることから、今後、農業経営体の経営実態をより正確かつ的確

に把握する観点から、調査対象区分の見直しについて検討する必要がある（後記

２（１）参照）。  

 

イ 報告を求める者の変更 

（ア）母集団名簿情報の変更 

     本申請では、本調査の母集団名簿情報について、最新の2015年農林業センサ

スの情報等に更新する計画である。 

また、二条大麦、六条大麦、はだか麦及びなたねに係る母集団名簿情報につ

いては、行政記録情報である経営所得安定対策等加入申請者情報を活用して整

備する計画である。 

これについては、以下のとおり、最新の情報に基づき母集団名簿情報を更新

するものであり、また、行政記録情報を用いて当該情報の整備の効率化等を図

るものであることから、適当である。 

①   本調査については、従前から農林業センサスの情報等を母集団名簿情報

とし、同センサスの実施周期に合わせて５年ごとにその更新を行っており、

今般、最新の2015年農林業センサスの情報等が活用可能となったため、最

新の情報に更新するものであること。 

②   二条大麦、六条大麦、はだか麦及びなたねに係る母集団名簿情報につい

ては、これまで農林業センサスにより集められた情報を基に、農林水産省

の地方支分部局である地方農政局等の統計担当職員が関係機関からの聞き

取り等により整備を行っていたが、当該職員が減少する中、調査対象とす

るほぼ全ての経営体が経営所得安定対策等への加入申請を行っていること

から、行政記録情報である加入申請者情報を用いることにより、効率的か

つ効果的な母集団情報の整備が可能となること。 
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（イ）標本設計の変更 

 本申請では、表１及び表２のとおり、調査票として新設する「経営台帳（組

織法人経営体（農産物生産費統計用））」（後記ウ（ア）参照）に係る米、

小麦及び大豆に係る標本設計を行うとともに、母集団構造の変化や統計ニー

ズ等を踏まえ、営農類型別経営統計に係る調査（以下「経営統計調査」とい

う。）及び生産費統計に係る調査（以下「生産費調査」という。）の一部に

ついて目標精度等や規模階層区分の変更を行う計画である。 

 

 表１ 目標精度等の変更状況  

経営統計調査における目標精度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産費調査における目標精度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

現行 見直し後 現行 見直し後

北 海 道 2.5 2.5 集 落 営 農 4.0 4.0

都 府 県 1.2 2.0 集 落 営 農 以 外 7.0 7.0

小 計 1.2 － 小 計 4.0 －

北 海 道 2.5 2.5 － －

都 府 県 3.5 3.5 露 地 － －

小 計 2.5 － 施 設 － －

露 地 2.5 2.5 小 計 － －

施 設 3.0 3.0 － －

小 計 － － 露 地 － －

3.5 3.5 施 設 － －

露 地 － － 小 計 － －

施 設 － － － －

小 計 － － 繁 殖 牛 － －

北 海 道 2.0 2.0 肥 育 牛 － －

都 府 県 2.0 2.0 小 計 － －

小 計 2.0 － － －

繁 殖 牛 4.0 4.0 － －

肥 育 牛 4.0 4.0 － －

小 計 － －

3.5 3.5

－ －

－ －

－ －

養 豚

採 卵 養 鶏

ブ ロ イ ラ ー 養 鶏

採 卵 養 鶏

ブ ロ イ ラ ー 養 鶏

織

経

営

任

意

組

水田作（集落営農任意） 3.5

水
田
作

畑

作

畑 作

野
菜
作野

菜
作

果 樹 作

花
き
作

果 樹 作

花
き
作

酪 農

肉
用
牛

酪

農
養 豚

区 分
目標精度（標準誤差率）

区 分
目標精度（標準誤差率）

個

別

経

営

営

農

類

型

別

水
田
作 組

織

法

人

経

営

営

農

類

型

別

そ の 他

肉
用
牛

単位：％

現行 見直し後 現行 見直し後

北 海 道 2.0 2.0 3.0

都 府 県 1.0 2.0 6.0

小 計 1.0 － 6.0

北 海 道 3.0 3.0

都 府 県 2.5 2.5

小 計 2.0 －

6.0 6.0

8.0 8.0

8.0 8.0

5.0 5.0

北 海 道 4.0 4.0

都 府 県 3.0 3.0

小 計 3.0 －

3.0 3.0

2.0 2.0

5.0 5.0

2.0 2.0

3.0 3.0

北 海 道 1.0 1.0

都 府 県 1.0 2.0

小 計 1.0 －

2.0 2.0

3.0 3.0

3.0 3.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

2.0 2.0

去 勢 若 齢 肥 育 牛

乳 用 雄 肥 育 牛

交 雑 種 肥 育 牛

肥 育 豚

て ん さ い

さ と う き び

牛

乳

子 牛

乳 用 雄 育 成 牛

交 雑 種 育 成 牛

は だ か 麦

そ ば

大

豆

原 料 用 か ん し ょ

原 料 用ば れい しょ

小 麦

大 豆

小

麦

二 条 大 麦

六 条 大 麦

個

別

経

営

生

産

費

米

人

経

営

組

織

法

生
産
費

区 分
目標精度（標準誤差率）

区 分
目標精度（標準誤差率）

な た ね

米

（注）組織法人経営体の米、小麦及び大

豆に係る生産費について、日本再興

戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決

定）等において、生産コスト削減が

求められていることから、本申請か

ら把握するものである。 



 

 

4 
 

 

 

目標精度を設定していない経営統計調査における標本数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   

表２ 規模階層区分の変更状況  

     

 

①  目標精度等の変更 

目標精度等の変更については、以下のとおり、調査結果の利活用ニーズ

現行 見直し後

露地 50 50

施設 50 50

50 50

50 50

50 50

30 40

露地 20 30

施設 15 30

15 30

露地 5 5

施設 15 20

15 20

繁殖牛 5 5

肥育牛 10 15

10 20

10 15

10 10

果　　樹　　作

営
農
類
型

営
農
類
型

酪　　　　　農

養　　　　　豚

採　卵　養　鶏

ブロイラー養鶏

標本数

野
菜
作

花
き
作

肉
用
牛

区　　　　　分

個
別
経
営

組
織
法
人
経
営

花
き
作

採　卵　養　鶏

ブロイラー養鶏

そ　　の　　他

畑　　　　　作
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及び報告者負担の軽減等に配慮しつつ、過去の調査結果を基に設定してい

るものであること等から、適当である。 

     （ⅰ）営農類型（水田作や畑作等）及び生産費調査における農畜産物（米や

小麦等）については、調査結果の利活用ニーズ及び報告者負担の軽減等

に配慮しつつ、過去の調査結果を基に、経営統計調査の場合は１経営体

当たりの農業粗収益、また、生産費調査の場合は計算単位（例：米、小

麦等は60kg）当たりの全算入生産費を指標として、利活用する上で支障

が生じない目標精度を設定し、標本数を決定しているものであること。 

（ⅱ）一方、利活用ニーズの観点から、目標精度を定める必要のない一部

の営農類型（個別経営体や組織法人経営体における花き作など）につい

ては、その利活用状況や母集団の大きさを踏まえつつ、標本数を決定し

ているものであること。 

 

②  規模階層区分の変更 

規模階層区分の変更については、以下のとおり、担い手となる大規模経

営体の実態の詳細かつ的確な把握・分析とともに、小規模経営体を対象と

する調査の的確かつ効率的な実施に資するものであることから、適当であ

る。 

     （ⅰ）個別経営体を対象とする経営統計調査及び米の生産費調査における大

規模階層区分の細分化については、食料・農業・農村基本計画において、

担い手への農地の集積・集約化（大規模経営化）を推進することとされ

ていること、また、「日本再興戦略」（平成25年６月14日閣議決定）に

おいて、今後10年間で担い手の米の生産コストを全国平均比で４割削減

するという成果目標（KPI：Key Performance Indicator）が設定されて

いることを踏まえ、担い手となる大規模経営体の実態の詳細かつ的確な

把握・分析に資するものであること。 

（ⅱ）個別経営体を対象とするなたね及びそばの生産費調査において、調

査対象とする作付面積の下限基準を５ａ以上から10ａ以上に変更するこ

とに伴い、「 0.2ha未満」及び「 0.2～ 0.5ha未満」の規模階層区分を

「0.5ha未満」に統合することについては、経営所得安定対策のうち畑

作物の直接支払交付金（数量払）の交付金単価の算定には作付面積10ａ

以上の経営体の生産費が用いられていることとの整合性を図るとともに、

利活用の実態等を踏まえたものであり、調査の的確かつ効率的な実施に

資するものであること。 

 

ウ 報告を求める事項の変更 

（ア）調査票「経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））」の新設 

本申請では、生産費調査については、従前、個別経営体のみを調査対象とし

ていたが、組織法人経営体における米、小麦及び大豆の生産費を把握する調査
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票として、基本的に個別経営体に係る生産費調査と同様の調査事項を設けた

「経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））」を新設する計画であ

る（調査票の変更案（新設）については、別添１（23～24頁）参照）。 

これについては、以下のとおり、組織法人経営体における生産費の実態の的

確かつ詳細な把握・分析とともに、可能な限り報告者負担の軽減に配慮してい

ることから、適当である。 

    ① 前記アのとおり、近年、組織法人経営体数が増加していることから、「日

本再興戦略」等において、米、小麦及び大豆の生産コストの削減が求めら

れていることを踏まえ、個別経営体のみならず、組織法人経営体における

生産費の実態の的確かつ詳細な把握・分析に資するものであること。 

    ② 農林水産省では、食料自給率の向上を図る観点から、水田で麦、大豆等の

作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田の

フル活用を推進しており、調査結果の利活用も踏まえ、調査対象品目の範

囲について、米に加え、水田のフル活用を推進する上での主要な戦略作物

である小麦や大豆に限定し、可能な限り報告者負担の軽減に配慮している

ものであること。 

 

（イ）営農類型別経営統計における指定部門の削減・廃止及びこれに伴う調査事項

の変更 

     本申請では、従前、営農類型の農業収入に占める割合の高い生産物を「指定

部門」として設定し、当該営農類型の各指定部門における経営収支等を公表し

てきたが、以下の基準により、図１のとおり、営農類型別経営統計における一

部の指定部門を削減・廃止する計画である。 

① 生産費統計の対象品目と重複する品目を削減 

② 露地野菜作経営及び施設野菜作経営においては野菜生産出荷安定法（昭和

41年法律第103号）、果樹作経営においては果樹農業振興特別措置法(昭和36

年法律第15号)で指定されている品目以外を削減 

③ 当該営農類型対象経営体の農業収入のほとんどが当該営農類型名と同一の

指定部門の収入である品目を削減 

また、これに伴い、「経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計

用））」において部門別の把握を廃止するなど、所要の変更を行う計画であ

る（調査票の現行と変更案については、別添２（25～29頁）参照）。 
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        図１      指定部門の削減・廃止状況  

        

 

これらについては、以下のとおり、報告者負担の軽減に資するものであ

り、また、指定部門を廃止しても、同様の情報が引き続き生産費調査にお

いて把握可能であることから、適当である。 

① 個別経営体における指定部門及びその調査事項が生産費調査と重複し

ているものがみられたため、重複する指定部門を削減・廃止することに

より、報告者負担の軽減に資するものであること。 

なお、ⅰ）野菜作や果樹作のように、需給・価格の安定のための各種

施策の評価・検証において代替するデータが存在しないもの、ⅱ）その

他、これまでの調査結果の利活用実績等が高いものなどについては、引

き続き指定部門として把握することとしている。 

② 組織法人経営体における指定部門については、稲作、麦類作及び豆類

作（米、小麦及び大豆）に限定されるものの、指定部門を廃止しても、

調査票として新設する「経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計

用））」により引き続き把握可能であること。 
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（ウ）組織法人経営体に係る営農類型別経営統計において他の企業統計との比較に

資する調査事項の変更等 

本申請では、「経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））」の

うち損益計算書等に係る調査事項について、次のとおり、変更する計画である。 

① 損益計算書に係る調査事項について、一括で把握していた「事業外収支」

を「営業外収支」及び「特別損益」に分けて把握する。 

 また、事業費用の科目について、「生産現物関連事業費」を「上記以外

の関連事業原料費」に、「給料」を「人件費」にそれぞれ名称変更すると

ともに、人件費の内訳区分として「役員報酬」を追加する（調査票の現行

と変更案について、別添３（30～31 頁）参照）。 

② 事業従事者数に係る調査事項について、事業従事者数の内訳として「役員」

を追加する。また、農業従事者数について、主たる従事者の「平均年齢」を

把握する事項を追加するとともに、従前の「常時雇用者」を「常用雇用者」

に項目名を変更した上で、内数として、「常時雇用者」に相当する「７か月

以上雇用」を把握する事項を追加する。さらに、常用雇用者の範囲に関する

注記を追加する（図２参照）。 

③ 貸借対照表に係る調査事項について、資本（純資産）の科目名を貸借対照

表における一般的な名称に変更する（調査票の現行と変更案については、

別添３（32 頁）参照）。 

④ 投資と資金に係る調査事項について、「期中投資額」の内訳区分のうち、

「建物」を「建物・構築物」に、「自動車」を「車両・運搬具」に、「農機

具」を「機械・装置」にそれぞれ項目名を変更する（調査票の現行と変更

案については、別添３（33 頁）参照）。 

 

これらについては、他の企業統計と相違が生じていた調査事項の定義・名称

について、他の企業統計との比較可能性の向上に資するものであること、また、

一般的な貸借対照表の項目名に合わせることにより、報告者の記入のしやすさ

に配慮したものであることから、おおむね適当である。 
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図２ 

【経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））】 

 
 変更案   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、上記の①及び②については、報告者が記入に当たって紛れがないよ

うに配慮したものとなるよう、以下のとおり、修正する必要があることを指摘

する。 

①  損益計算書に係る調査事項については、報告者の記入のしやすさに  

配慮し、図３のとおり、一般的な損益計算書の項目の並び順に沿って配置

を修正すること。 
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    図３  損益計算書の項目の並び順に沿った配置 

 

現  行  

 

(1) 農業収入 

(2) 農業生産関連事業収入の内訳 

(3) 制度受取金、積立金の内訳 

(4) 農作業受託収入の内訳 

(5) 事業収入計 

(6) 営業外収支の内訳 

(7) 特別損益の内訳 

(8) 科目配賦表 

(9) 法人税等引当額 

統計委員会修正案  

 

(1) 農業収入 

(2) 農作業受託収入の内訳 

(3) 農業生産関連事業収入の内訳 

(4) 事業収入計 

(5) 科目配賦表 

(6) 営業外収支の内訳 

(7) 特別損益の内訳 

(8) 法人税等引当額 

(9) 制度受取金、積立金等の内訳 
   

(注 )「経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））」における「２損益計算書」について

は、記入のし易さの観点から、一般的な損益計算書の項目の並び順に沿った配置に変更する。  

 

② 事業従事者数に係る調査事項について、報告者が回答するに当たり紛れが

生じないよう、（ⅰ）「役員」には当該経営体以外の者が就く場合も含まれ

ることから、「役員」の定義を調査票上に明記すること、（ⅱ）当該経営体

が行う事業全体としての「構成員」及びそのうち農業に従事する「構成員」

の数をそれぞれ把握することとしていることから、記入欄を「事業全体」及

び「農業事業」に分割するとともに、各「構成員」の定義を調査票上に明記

すること（図４参照）。 
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図４ 

【経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））】 

 

 統計委員会修正案   
 

 

（エ）組織法人経営体に係る営農類型別経営統計における「調査客体概況‐構成員

の状況等」の変更 

本申請では、「経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））」の

うち、構成員の状況等に係る調査事項について、図５のとおり、「出資者数」

の男女別内訳を削除するとともに、「出身世帯」の内訳として農家世帯の詳細

な内訳区分を削除し、農家世帯・非農家世帯に集約する計画である。 

これらのうち、「出資者数」の男女別内訳については、農林水産省が別途

実施する農林業センサスの結果により代替可能であること、また、「出身世

帯」の内訳区分の集約については、統計ニーズが低下していることを踏まえ、

変更するものであり、報告者負担の軽減に資するものであることから、おお

むね適当である。 

ただし、「出身世帯」については、出資者が農家世帯又は非農家世帯のいず

れかであるかを把握するものであることに鑑み、報告者が回答するに当たり紛

れが生じないよう、項目名を「出資世帯数」に修正する必要があることを指摘

する（図６参照）。 
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図５ 

【経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））】 

 
 変更案                   現 行   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 

 

 統計委員会修正案   
 

 

（オ）組織法人経営体に係る営農類型別経営統計における「調査客体概況‐経営耕

地面積等」の変更 

本申請では、「経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））」の

うち、「経営耕地面積等」に係る調査事項について、図７のとおり、「耕地以

外の土地」の面積等を把握する調査事項を追加する計画である。 

これについては、組織法人経営体に係る土地の所有・借入状況を総体的に

把握するものであり、当該経営体における経営状況のより的確な分析に資す

るものであることから、適当である。 
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図７ 

【経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用））】 

 
 変更案                  現  行   

 

 

 

 

 

 

（カ）個別経営体における「世帯員」を把握する事項の変更 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」のうち、世帯員に係る調査事項

について、「家計費推計者区分」欄の名称を「扶養区分」欄に変更する計画で

ある（図８参照）。 

これについては、「家計費推計者区分」欄は個別経営体の「推計家計費」を

算定する上で必要な情報を得るために設けているものであるが、「推計家計費」

に対する統計ニーズが低下していることから、これに係る表章を取り止めるこ

とに伴い、報告者にとって分かりやすい名称となるよう同欄の名称を「扶養区

分」に変更するものであり、また、世帯員の状況を整理する際に記入するもの

であり負担感も少ないことから、適当である。 

 

図８ 

   【経営台帳（個別経営体用）】 
 変更案   

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行   
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（キ）個別経営体に係る営農類型別経営統計における「調査客体概況」の変更 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」のうち、個別経営体における

「調査客体概況」に係る調査事項について、次のとおり、変更する計画である

（図９参照）。 

① 農作業受託に係る作物の種類等及び面積を把握する事項を削除するととも

に、これに対応する注記を削除する。 

②  引き続き把握する生産調整田面積については、その定義に係る注記を追

加する。 

これらについては、以下のとおり、報告者負担の軽減に資するものであり、

また、報告に当たり紛れが生じないよう配慮するものであることから、適当

である。 

① 農作業受託に係る作物の種類等及び面積については、個別経営体における

部門別（品目別）の農機具等の負担割合（使用割合）並びに農作業受託労働

時間及び受託収入の記載が適切か確認するものであるが、これらの品目につ

いては、前記（イ）のとおり、水田作経営等の営農類型については指定部門

を削減・廃止することから、把握する必要がなくなったこと。 

② 生産調整田面積については、各経営体に対する割当面積ではなく、実際に

生産調整を実施した面積であることが明確になるよう注記することにより、

より正確な記載を図るものであること。 

 

図９ 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案                   現 行   
 

 

 

 

 

 

 

（ク）個別経営体に係る農産物生産費統計における「主要指標及び作柄」、「調査

作物の受委託状況別面積」の変更 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」のうち、個別経営体における

「調査客体概況」に係る調査事項について、次のとおり、変更する計画である
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（図10及び図11参照）。 

① 生産組織への参加状況及び主な被害の種類を把握する事項を削除する。 

    ② 報告者における作物の生産に係る作業の受託（請け負い）状況を把握する

事項を削除する。 

これらについては、以下のとおり、統計ニーズが低下していることや、他の

統計で代替可能であり、また、報告者負担の軽減に資するものであることから、

おおむね適当である。 

    ① 生産組織への参加状況については、従前は生産組織への参加による集落営

農化を推進していたところであるが、近年、農業経営体の組織法人化が進

展している中、本調査事項の統計ニーズが低下していること。 

    ② 主な被害の種類については、農林水産省が毎年実施している作物統計調査

（基幹統計調査）の農作物災害種類別被害統計により代替可能であること。 

③ 作業の受託（請け負い）状況については、生産費の把握に際して補足的に

把握しているものであり、別途、経営統計調査において受託収入を把握して

おり、当該データにより代替可能であること。 

ただし、「調査作物の委託状況別面積」については、「委託の相手」を

「個人」及び「団体」に分けて把握することとしているが、現在、様々な形

態の経営体がみられる中で、報告者にとって「個人」及び「団体」を正確に

分けて回答することが負担となることから、「委託の相手」を把握する項目

を削除する必要があることを指摘する（図12参照）。 

 

図10 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案   

 

 

 

 
 

 現 行   
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イ　調査作物の委託状況別面積

（米、麦類、大豆、なたね、そば生産費調査客体のみ使用）

ａ

作 業 名
面　積

(具体的に記入）

記入注意：
１ 育苗、乾燥・調製など数量単位で精算される場合は、その見積もり面積を記入し
てください。

２ 耕うん・整地、防除など同一ほ場を数回にわたって委託した場合は、その実面積

を記入してください。

   図11 

【経営台帳（個別経営体用）】 
 

変更案                   現  行   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図12 

 

 統計委員会修正案   
 

 

 

（ケ）個別経営体に係る農産物生産費統計における米の「ほ場枚数及び面積」の変

更 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」において、図13のとおり、これ

まで把握していたほ場枚数及び面積に加え、ほ場間の距離及び団地への平均距

離を把握する調査事項を追加する計画である。 

これについては、「日本再興戦略」（中短期工程表）において、米の生産コ

ストに係る成果目標（ 2023 年までに担い手のコメの生産コストを現状比４割

削減）が掲げられたことを踏まえ、その達成に向けて進捗状況を評価し、実効
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性のある対策を講ずる上で、米の生産コストの増減要因の一つである農地の集

積・分散状況を把握するものであり、米の生産コストの要因のより詳細かつ的

確な把握・分析に資するものであることから、適当である。 

なお、ほ場や団地の配置については様々なケースが想定されることから、今

後、今回調査の結果につき精査し、必要に応じ、本調査事項の見直しについて

検討する必要がある（後記２（２）参照）。 

 

  図 13 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案                   現 行   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））における同様の調査事項】   
「調査客体概況」中「（５）米生産費統計関連項目」（別添１（ 24頁）参照） 

 

（コ）個別経営体に係る農産物生産費統計における米の「生産調整実施状況」等の

変更 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」において、図14のとおり、米の

「生産調整実施状況」に係る調査事項については「飼料用米作付状況」に限定

して把握するとともに、「水稲裏作作付面積」及び「包装した玄米数量」に係

る調査事項を削除する計画である。 

     これらについては、以下の理由から変更するものであり、報告者負担の軽減

にも資するものであることから、適当である。 

① 米の生産調整実施状況及び水稲裏作作付面積については、個別経営体にお

ける耕地の有効利用度を測る指標として把握していたものであるが、経営統

計調査においても耕地の利用状況（田畑等別耕地面積及び作物別作付面積等）

を別途把握しており、当該調査結果により代替可能であること。 

② 引き続き把握する飼料用米作付面積については、（ⅰ）食料・農業・農村

基本計画において、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用

米の生産拡大を推進することとされていること、（ⅱ）飼料用米は食用に供

する水稲とおおむね同様の栽培方法であり、使用する農機具等も水稲と同じ
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ものを使用することが多く、米の生産費との関係性が強いことから、当該事

項を把握することにより、農機具等の有効活用による米の生産コスト低減対

策等の分析に資するものであること。 

③ 包装した玄米数量については、米の流通経費における包装荷造費を把握す

る際の参考情報として把握していたが、米の生産コストに直接関係する事項

ではなく、引き続き把握する統計ニーズが乏しいこと。 
 

 

      図 14 

        【経営台帳（個別経営体用）】  

 

 変更案   

 

 

 
 

 現 行   

 

 

 

 

 
【経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））における同様の調査事項】  
 「調査客体概況」中「（５）米生産費統計関連項目」（別添１（ 24頁）参照） 

 

（サ）個別経営体に係る農産物生産費統計における米の「「移植」・「直まき」別

作付面積」の追加 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」において、図15のとおり、米の

栽培方法である「移植」（注１ )・「直まき」（注２） 別に作付面積を把握する調

査事項を追加する計画である。 
 

（注）１  苗箱等で育苗し、苗が一定の大きさになった後に水田に移植する方法をいい、この移植作

業を田植えという。  

２  移植のように育苗を行わず、田（水田又は乾田）に直接種もみをまく方法をいう。移植に

比べて、育苗及び田植えに係る資材や作業が不要であることに加え、生育期間が長いことか

ら、移植栽培と作業のピークが異なるため、移植栽培との組み合わせによる規模拡大が可能

であり、生産コストの低減が可能な技術とされている。  

 

これについては、前記（ケ）と同様に、「日本再興戦略」（中短期工程表）

において、米の生産コストに係る成果目標が掲げられたことを踏まえ、その進

捗状況を評価し、コスト削減に向けて実効性のある対策を講じることが求めら

れている中、直まきによる栽培は、一般的に移植に比べてコスト低減が可能な

技術とされており、当該事項を把握することにより、「移植」・「直まき」別

の生産コストの分析を可能にするものであることから、適当である。 
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     図 15 

 【経営台帳（個別経営体用）】 

 変更案                   現 行   
 

                  （新設） 

 

 
 
【経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））における同様の調査事項】  

   「調査客体概況」中「（５）米生産費統計関連項目」（別添１（ 24頁）参照） 

 

（シ）個別経営体に係る米以外の農畜産物生産費統計における「調査客体概況」

（「生産調整実施状況」等）の削除 

本申請では、「経営台帳（個別経営体用）」のうち、米以外の農畜産物生産

費統計に係る調査事項について、以下のとおり、一部削除する計画である

（図 16、図 17 及び図 18 参照）。 

    ① 麦類・大豆・畑作物生産費統計に係る調査事項である「生産調整実施状況」

（自作地及び借入地別の生産調整実施面積）を削除する。 

    ② 牛乳生産費統計に係る調査事項である「搾乳牛の概要」（乳房炎期間、分

べん間隔及び乾乳期間別の頭数及び１頭当たり平均期間）を削除する。 

    ③ 肥育豚生産費統計に係る調査事項である「繁殖用豚の品種別頭数」を削除

する。 

     これらについては、以下の理由から削除するものであり、報告者負担の軽減

に資するものであることから、適当である。 

① 「生産調整実施状況」については、耕地の有効利用度を測る指標として把

握していたものであるが、前記（コ）のとおり、経営統計調査において、田

畑別の経営耕地面積・作付延べ面積、作物別作付面積、生産調整田面積等を

把握しており、当該調査結果により耕地の利用状況（利用度）を測ることが

可能であること。 

② 「搾乳牛の概要」については搾乳量との関連性、また、「繁殖用豚の品種

別頭数」については品種別の多寡による生産コスト等との関連性を分析する

ための指標として補足的に把握していたものであるが、利活用等の観点から、

引き続き把握する必要性が乏しいこと。 
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      図 16 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案              現 行   

 

（削除） 

 

 

 

 

            図 17 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案               現  行   
 

（削除） 

 

 

 

 

図 18 

【経営台帳（個別経営体用）】 

 

 変更案               現  行   
 

（削除） 

 

 

 

 

エ 報告を求めるために用いる方法の変更 

    本申請では、これまで調査票（現金出納帳及び作業日誌）については、地方農

政局等の職員又は統計調査員が数か月に一度、年４回を超えない範囲で調査対象

者を直接訪問して回収していたが、訪問回数を限定せず回収を行うよう変更する

計画である。 

    これについては、以下の理由から変更するものであり、調査対象者との信頼関

係を醸成し、調査の円滑な実施等に資するものであることから、適当である。 
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①   本調査では同一の調査対象者に対して５年間継続して報告を求めることと

しており、統計調査員等による訪問回数の上限を廃止することにより、調査

対象者との信頼関係を醸成し、回収率の維持・向上が期待できること。 

②   訪問に当たっては、事前に電話等で都合の良い日時を確認するとともに、

訪問回数が増加した場合でも１回当たりの調査票の内容確認に要する時間を

短縮するよう、報告者負担の軽減に配慮することとしていること。 

 

オ 集計事項の変更 

本申請では、調査票の廃止（「経営台帳（任意組織経営体用）」）・新設

（「経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用））」、既存の調査票にお

ける調査事項の追加・変更等に伴い、関連する集計事項を変更する計画である。 

また、前記イ（イ）のとおり、標本設計の変更に伴い、代表性の担保が困難と

なる集計事項については、廃止又は地域別表章を主要な農業地域等に限定するな

どの見直しを行う計画である。 

これらについては、政策課題を検討するために有用な情報を提供するとともに、

広く統計利用者のニーズに配慮したものと認められることから、おおむね適当で

ある。 

    ただし、営農類型別経営統計（組織法人経営体）のうち、損益の状況に係る集

計事項（統計表）については、他の企業統計との比較分析に資するため、一般的

な損益計算書に沿って、項目の並び順を変更するとともに、内訳項目を追加する

必要があることを指摘する（項目の並び順については、前記ウ（ウ）参照）。 

   

カ 公表時期の変更 

    本申請では、一部の統計について、次のとおり、公表時期を変更する計画であ

る。 

   ① 個別経営体に係る営農類型別経営統計については、調査実施年の翌年７月か

ら翌年10月に変更する。 

   ② 個別経営体に係る農作物生産費統計のうち、米については調査実施年の翌年

７月から翌年10月に、原料用ばれいしょ、原料用かんしょ及びさとうきびにつ

いては調査実施年の翌年10月から翌年８月に変更する。 

③   新たに追加する組織法人経営体に係る農産物生産費統計（米、小麦及び大

豆）については、個別経営体に係る農産物生産費統計における米、小麦及び

大豆の公表時期と同一時期とする。 

これらについては、甘味資源等の交付金単価算定の基礎資料とするなど調査結

果の利活用状況を踏まえた変更であることから、適当である。 

    なお、調査結果・動向の分析等に時間を要したとして、公表時期が予定より１

～２か月遅れているものが一部みられたことから、変更後の調査計画に基づき適

切に公表することが必要である。 
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２ 今後の課題 

今後の課題については、以下のとおりである。 

（１）調査対象区分の見直しについて 

本調査では、今回、任意組織経営体を調査対象の属性的範囲から削除し、個別経

営体と組織法人経営体の２つの区分を対象に調査を実施することとしている。 

しかしながら、現在、個別経営体に区分されている一戸一法人（農業経営を法人

化している農家）の中には、雇用が発生し、外形的に組織法人経営体と差異がない

状況となっている一方、組織法人経営体についても、株式会社等の会社法人だけで

なく、NPO 法人の参入など様々な形態の経営体がみられるところである。 

このため、本調査の母集団情報となる農林業センサスとの整合性や調査結果の継

続性等に留意しつつ、農業経営体の実態をより正確かつ的確に把握する観点から、

調査対象区分の見直しについて検討する必要がある。 

 

（２）「ほ場間の距離」及び「団地への平均距離」の調査結果を踏まえた検討について 

  本調査では、個別経営体及び組織法人経営体を対象に、農地の集積・分散が米の

生産コストへ及ぼす影響等の分析に資する情報を得るため、新たに「ほ場間の距離」

及び「団地への平均距離」を調査することとしている。 

  しかしながら、ほ場や団地の配置については、例えば、小規模でかつ例外的に遠

隔地にあるほ場もみられるなど、様々なケースが想定されるところである。 

このため、今回調査の結果につき精査し、必要に応じ、本調査事項の見直しにつ

いて検討する必要がある。 
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農業経営統計調査 新設調査票 経営台帳（組織法人経営体（農産物生産費統計用） 

 

１ 土地 

  組織法人経営体における農産物の生産費を把握するに当たり、経営体の「土地の所

有・借入状況」を把握する事項を新設する。 

 
 変更案（新設）  

 

 

 

２ 建物及び自動車・農機具 

組織法人経営体における農産物の生産費を把握するに当たり、経営体の「建物及び自

動車・農機具の保有状況」を把握する事項を新設する。 

 
 変更案（新設）  

 

別添１ 
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３ 借入金 

組織法人経営体における農産物の生産費を把握するに当たり、経営体の「借入状況」

を把握する事項を新設する。 

 
 変更案（新設）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 調査客体概況 

組織法人経営体における農産物の生産費を把握するに当たり、経営体の「主要指標及

び作柄」、「構成員数等」、「設立年次等」、「調査作物の受託状況別面積」及び「米

生産費統計関連項目」を把握する事項を新設する。 

 

 変更案（新設）  
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指定部門の削減・廃止に伴う調査事項の変更 

 

＜経営台帳（個別経営体用）の変更＞ 

（オ）現物在庫‐農業生産資材 

個別経営体の農業生産資材を把握する調査事項について、記入注意において記入例

を示しているが、従前例示していた「稲作部門」は廃止することから、継続して設定

する部門を例示するよう変更する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別添２ 
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＜経営台帳（組織法人経営体（営農類型別経営統計用）の変更＞ 

（ア）貸借対照表‐建物・構築物及び自動車・農機具 

組織法人経営体が保有する建物・構築物及び自動車・農機具に係る部門別負担割合

を把握するための調査事項を削除する。 

 
 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
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（イ）貸借対照表‐その他（無形固定資産も含む） 

組織法人経営体が保有するその他の資産（無形固定資産も含む）に係る部門別（品

目別）負担割合を把握する調査事項を削除する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

28 

 

 

（ウ）貸借対照表‐流動資産・繰延資産・負債・資本科目配賦表 

組織法人経営体の貸借対照表における流動資産及び負債の一部科目について、部門

別に把握する調査事項を削除し、農業事業全体としてのみ把握する。 

 
 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
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（エ）損益計算書‐科目配賦表（総括表） 

組織法人経営体の損益計算書における事業費用について、部門別に把握する調査事

項を削除する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
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組織法人経営体に係る営農類型別経営統計における 

他の企業統計との比較に資する調査事項の変更 

 

 

１ 損益計算書‐事業外収入及び事業外支出 

 
 変更案  

 

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 
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２ 損益計算書‐科目配賦表（総括表） 

 

 
 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
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３ 貸借対照表‐流動資産・繰延資産・負債・資本科目配賦表 

 
 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

４ 調査客体概況‐投資と資金 

期中投資額の内訳区分のうち、「建物」を「建物・構築物」に、「自動車」を「車両・

運搬具」に、「農機具」を「機械・装置」にそれぞれ項目名を変更する。 

 
 変更案                   現 行  
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